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公立大学法人首都大学東京の平成１８年度決算における経営努力認定の考え方について

経営努力認定額
（知事の承認を受ける額）
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剰余金の発生要因を説
明した上で、本来行う
べき業務を行ったこと

を立証

業務実績評価の評定
「１」「２」が

おおむね80％以上

学生収容定員の充足率
が、学部で100％、
大学院で90％以上

剰余金の発生要因 業務実績評価の活用 定員充足率

事業進捗

計画どおり事業を
実施

剰余金の発生要因

業務を効率的に実施

損益計算書 剰余金 利益処分
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経営努力認定基準18

利益処分の承認にあたっての基本方針

「地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承認を受けようとする額」は以下のいずれの要件にも合致する場合に承認する。
　　　　　　　①当該事業年度における経営努力により生じたと認められるもの
　　　　　　　②法第二十六条第二項第六号に基づき、中期計画に定めた剰余金の使途に充てようとするものでかつ合理的な使途であると認められるもの

剰
余
金
の
使
途
の
事
前
報
告

認
定

事業別
管理

行なわなかった業務の
事業費相当額を認定額

から控除

原則認定しない
未充足数相当の経費

（入学金及び授業料相
当額）を認定額から

控除

未達成の場合

事業の中止や業務を効率的に行わなかった場合
は事業別に相当額を認定額から控除


